
た
「
不
正
受
給
調
査
専
任
チ

ー
ム
」
に
は
警
察
官
Ｏ
Ｂ
が

雇
わ
れ
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー

の
面
接
や
家
庭
訪
問
に
同

行
。
生
活
保
護
利
用
者
の
日

常
生
活
を
尾
行
や
張
り
込
み

で
監
視
さ
え
し
て
い
ま
す
。

　

大
正
区
の
50
代
男
性
は
、

息
子
の
乗
用
車
を
借
り
て
通

院
な
ど
を
し
て
い
た
と
こ
ろ

を
警
察
官
Ｏ
Ｂ
に
見
つ
か
っ

て
「
警
告
」
に
。
そ
の
後
、

産
気
づ
い
た
妹
を
病
院
に
連

れ
て
い
こ
う
と
し
た
と
こ

ろ
、
駐
車
場
前
で
張
り
込
ん

で
い
た
警
察
官
Ｏ
Ｂ
に
見
つ

か
り
、「
指
導
指
示
違
反
」

を
理
由
に
生
活
保
護
を
廃
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

険
制
度
で
の
自
己
負
担
の
強

要
で
す
。

　

生
活
保
護
利
用
者
が
介
護

保
険
を
使
っ
て
福
祉
用
具
を

買
っ
た
り
、
住
宅
改
修
す
る

場
合
は
１
割
負
担
部
分
は
介

護
扶
助
費
と
し
て
給
付
。
医

療
扶
助
や
介
護
扶
助
は
、
命

「
生
活
保
護
適
正
化
連
絡
会

議
」
を
設
置
し
、
国
へ
の

「
改
革
」
提
案
で
も
「
不
正

・
不
適
正
受
給
対
策
の
強

化
」
を
盛
り
込
ん
で
き
ま
し

た
。
全
行
政
区
に
設
置
さ
れ

　

大
阪
市
は
国
へ
の
提
言

で
、「
な
お
残
る
課
題
」
と

し
て
「
不
正
受
給
に
対
す
る

実
質
的
な
罰
則
の
強
化
」「
医

療
費
の
一
部
自
己
負
担
の
導

入
」
を
挙
げ
、
大
阪
で
の
違

法
行
為
の
拡
大
を
あ
け
す
け

に
主
張
し
て
い
ま
す
。
全
国

調
査
で
は
、
社
会
福
祉
主
事

の
資
格
の
な
い
警
察
官
Ｏ
Ｂ

が
、
面
接
や
家
庭
訪
問
に
同

席
す
る
こ
と
は
、
生
活
保
護

法
や
社
会
福
祉
法
に
違
反
し

て
い
る
と
指
摘
。
不
正
受
給

と
は
関
係
な
い
日
常
生
活
を

監
視
す
る
の
は
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
権
の
侵
害
で
あ
る
と
し

て
、
た
だ
ち
に
や
め
る
よ
う

要
求
し
ま
し
た
。�

（
続
く
）

　

橋
下
市
政
は
12
年
４
月
に

は
副
市
長
を
ト
ッ
プ
と
す
る

求
め
て
い
ま
す
。

　

こ
と
し
４
月
に
大
阪
市
が

発
表
し
た
「
生
活
保
護
の
適

正
化
に
向
け
て
」
で
は
、
７

月
か
ら
実
施
さ
れ
る
改
悪
生

活
保
護
法
で
、「
本
市
が
提

案
・
要
望
し
て
き
た
事
項
が

数
多
く
盛
り
込
ま
し
た
」
な

ど
と
誇
っ
て
い
る
あ
り
さ
ま

で
す
。

　

橋
下
徹
大
阪
市
長
は
「
大

阪
方
式
」
の
違
法
行
為
を
繰

り
返
す
だ
け
で
な
く
、
生
活

保
護
費
の
削
減
を
狙
っ
て
国

に
法
改
悪
を
求
め
て
き
ま
し

た
。

　

12
年
７
月
に
厚
生
労
働
省

に
橋
下
市
長
名
で
出
し
た

「
生
活
保
護
制
度
の
抜
本
的

改
革
に
か
か
る
提
案
」
で

は
、
す
で
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ

で
も
み
た
就
労
指
導
の
強
化

に
よ
る
稼
働
年
齢
層
の
生
活

保
護
か
ら
の
排
除
、
扶
養
義

務
の
強
化
な
ど
を
提
言
。
医

療
機
関
の
受
診
や
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
際
に
「
自
己

負
担
を
導
入
す
る
こ
と
で

『
節
約
』『
相
応
負
担
』
等
、

自
立
後
の
『
生
活
設
計
』
を

見
据
え
た
金
銭
感
覚
を
持
て

る
仕
組
み
と
す
る
」
な
ど
と

担
を
出
し
て
」
と
言
わ
れ
、

自
己
負
担
を
前
提
に
改
修
が

許
可
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　

全
国
調
査
団
の
交
渉
で
は

利
用
者
に
支
払
わ
せ
た
自
己

負
担
金
は
、
全
額
を
さ
か
の

ぼ
っ
て
返
還
す
る
よ
う
強
く

求
め
ま
し
た
。

　
「
信
じ
ら
れ
な
い
。
こ
ん

な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
は

大
阪
し
か
な
い
」
―
―
全
国

調
査
終
了
後
の
記
者
会
見

（
５
月
29
日
）で
、
生
活
保
護

問
題
対
策
全
国
会
議
代
表
幹

事
で
弁
護
士
の
尾
藤
廣
喜
さ

ん
は
言
い
ま
し
た
。
介
護
保

３
３
件
に
上
り
、
違
法
な
自

己
負
担
を
組
織
的
に
強
要
し

て
い
る
実
態
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。

　

西
成
区
の
70
代
の
男
性

（
要
介
護
３
）は
、
脳
梗
塞
の

後
遺
症
で
歩
行
や
段
差
の
上

り
下
り
が
困
難
。
ア
パ
ー
ト

に
手
す
り
や
玄
関
ス
ロ
ー
プ

を
設
置
し
よ
う
と
し
た
と
こ

ろ
、
手
す
り
は
認
め
ら
れ

ず
、
ス
ロ
ー
プ
だ
け
に
。
見

積
も
り（
改
修
費
７
万
８
千

円
）を
出
す
と
、「
生
活
保
護

の
残
金
が
あ
れ
ば
、
１
割
負

浪
速
区
の
ロ
ビ
ー
に
は
、

生
活
保
護
の
相
談
や
申
請

に
来
た
人
を
威
圧
す
る
か

の
よ
う
に
、「
不
正
受

給
」
問
題
の
新
聞
切
り
抜

き
が
数
多
く
掲
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

と
健
康
に
直
結
す
る
基
本
的

な
ニ
ー
ズ
に
関
わ
る
だ
け

に
、
生
活
保
護
利
用
者
も
非

利
用
者
と
同
じ
水
準
の
医
療

・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

と
こ
ろ
が
大
阪
市
で
は
、

そ
の
１
割
負
担
分
を
生
活
保

護
利
用
者
に
負
担
さ
せ
た

り
、
自
己
負
担
で
き
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
と
い
う
違

法
行
為
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。
大
阪
社
会
保
障
推
進
協

議
会
が
昨
年
取
り
組
ん
だ
大

阪
市
内
の
自
治
体
キ
ャ
ラ
バ

ン
行
動
で
判
明
。
市
の
調
査

で
は
、
自
己
負
担
の
件
数
は

昨
年
３
月
か
ら
11
月
で
計
１

命
守
る
行
政
を

大
阪
市
の
生
活
保
護
行
政

全
国
調
査
か
ら

④
国
に
改
悪
を
提
言

介
護
扶
助
の
自
弁
を
強
要
―
―

「
保
護
費
適
正
化
」
の
名
で
―
―

不
正
受
給
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
―
―

無
法
行
為
の
拡
大
を
あ
け
す
け
に
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